
スイスのサステナビリティ開示・保証の規制動
向（2024年12月）
スイス連邦参事会、気候変動開示についてパブリックコンサルテーションを実施

2024年12月9日

スイス連邦参事会は、「気候開示規則（Ordinance on Climate Disclosures）」の改正に関するパブリックコンサルテーショ

ンを開始しました。意見募集期間は2025年3月21日までとなっています。

この提案では、企業が国際的に認められた基準、又は欧州連合で使用されているサステナビリティ報告基準に従って情報を

開示する場合、気候関連事項に関する報告義務は満たされることとなります。

また、この提案で、2050年ネットゼロ達成に向けて計画された、気候に配慮した資金供給の取り組みに対する、ネットゼロロー

ドマップ（従前の「移行計画」）の必要最小限の要求事項も策定されています。金融機関向けのこれらの要求事項は、事

業活動の性質が異なるため、一般企業向けの必要最小限の要求事項とは異なります。

さらに、報告には人と機械が読み取ることができる電子的な形式を使用しなければならず、これにより国際的なプラットフォーム

での情報の公表も可能となります。

承認されれば、改正された気候開示規則は2026年1月1日から適用されます。

詳細は、スイス連邦議会のウェブサイト上のプレスリリースをご覧ください。

◼ コンサルテーション文書

原文（英語）：Swiss Federal Council consults on climate disclosures
※本資料はDeloitte & Touche LLPが作成し、有限責任監査法人トーマツが翻訳したものです。日本語版については、有限
責任監査法人トーマツにお問い合わせください。日本語版と原文に相違がある場合には、原文の記事事項を優先します。
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サステナビリティ開示・保証の最新規制動向

日本・ヨーロッパ・南北アメリカ・アジアパシフィックにおけるサステナビリティ開示・保証の規制に関する最新動向を取りまとめて

います。

https://www.efd.admin.ch/en/nsb?id=103451
https://www.iasplus.com/en/news/2024/12/switzerland-climate
https://www2.deloitte.com/jp/ja/pages/audit/articles/crd/newsletter.html
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